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佐世保警察署協議会第３回会議議事概要

日 時 令和３年７月28日(水) 午前10時30分～午前11時45分

場 所 佐世保警察署講堂

１ 協議会

森会長 園田委員 浦委員 笹川委員 望月委員 坂井委員

横田委員 山縣委員 増田委員 小嶌委員

出 席 者 ２ 警察署

植木署長 御厨警務課長 山口生活安全課長 吉岡交通課長

３ 書 記

警務係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会の提出意見に対する推進状況について、次

のとおり説明があった。

(1) 「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種にかかる詐欺事件

等の防止対策」について

ア 「生活安全ニュース（号外 」の作成、配信）

期間中 「ワクチン接種に便乗した詐欺に注意！」という見出、

しの「生活安全ニュース（号外 」を作成し、ＦＡＸネットワー）

クにより関係機関団体等に配信して、注意喚起を図った。

会議の状況 イ ワクチン集団接種会場における広報活動の実施

管内７か所の新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に特

殊詐欺被害防止等に関するポスターを掲示し、接種者に対する

被害防止広報を行った。

(2) 「市民から信頼される活力に満ちた組織づくり」について

ア 招集、朝礼等においてハラスメント教養を実施した。

イ ハラスメント相談制度及び相談窓口を紹介する警務課だより

を全署員に向けて発行した。

ウ ハラスメントになり得る言動の例示及び部下を指導する際の

注意点を記載した警務課だよりを全署員に向けて発行した。

エ 若手職員のみで組織した士気高揚委員会を開催し、意見交換

を実施した。

、 、士気高揚委員会での意見として 幹部の定時退庁が挙げられ

同意見に基づき、各課長が交代で定時退庁を促す放送を流すこ

ととなった。

オ 年齢、係ごとのグループに分けたハラスメント防止を図る検

討会を開催した。

カ 署員の相互理解を目的に招集や朝礼の際には、各署員が自身

の趣味や特技を発表することとした。

キ 署長と地域課員の個々面談を実施した。

ク 明るい職場づくりや、署員の悩みを把握するため署長が率先

して署内各課や交番を巡回し、署員に対して積極的に声掛けを

行った。



２ 令和３年４月から７月までの業務重点推進結果について

署長から次のとおり説明があった。

(1) 活力に満ちた魅力ある職場づくりの推進

提出意見に対する報告のとおりであることを説明した。

(2) 総合的な犯罪抑止対策の推進

ア 特殊詐欺被害防止対策

(ｱ) メディアを通じた被害防止広報の実施

(ｲ) 行政防災無線による被害防止広報の実施

(ｳ) 老人会で防犯講話の実施

(ｴ) 高齢者安全・安心アドバイザー事業所と連携した犯罪被害

会議の状況 防止活動の実施

(ｵ) 年金支給日における防犯キャンペーンの実施

(ｶ) 自動通話録音警告機の設置促進

イ 子供の犯罪被害防止対策

(ｱ) 新入学生に対する防犯ブザーの贈呈

(ｲ) 小学生等に対する防犯指導の実施

ウ 歓楽街対策の推進

６月１日、改正長崎県迷惑行為等防止条例が施行され、客引

き客待ち行為が規制対象となったため、徹底した事前広報を行

うとともに６月１日から京町地区において集中的な指導取締り

を実施した。

(3) 窃盗犯事件の捜査強化

ア 期間中の認知、検挙状況について

イ 主要検挙事件について

(4) 特殊詐欺事件の検挙推進

ア 特殊詐欺事件の認知状況について

イ 認知事件の事案概要について

(5) 小学生に対する交通安全教育の推進

ア 小学校における交通安全教育の実施

イ 子ども会に対する交通安全教育の実施

(6) 聖火リレー警備に向けた各種対策の推進

５月８日、佐世保市内おいて聖火リレー警備を実施

３ 業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明があった。

（1）総合的な犯罪抑止対策の推進

(2) 水難事故防止対策の推進

海水浴場の警戒

(3) 知能犯事件の検挙推進

(4) 通学路における安全点検の推進

(5) 飲酒運転取締りの強化

(6) 台風期における大規模災害への的確な対応の推進

４ 速度取締り指針について

交通課長から、次のとおり説明があった。

(1) 佐世保警察署の速度取締り重点

(2) 佐世保警察署管内における交通事故実態

(3) その他の交通指導取締り重点



○ 関係機関と連携した情報発信活動の推進について

提 出 意 見 特殊詐欺を始めとした犯罪被害、交通事故防止等管内住民の安全

安心を守るための情報発信活動を継続して推進してもらいたい。


